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河川功労者表彰

【長野県河川協

会】

河川に係る各種事業や活動において特

に功労があったものに対して、その功績

を称え、更なる事業、活動の推進を図る

ことを目的とする。

治水、利水事業、災害復

旧事業、河川愛護、水防

作業、河川に関する調査

研究に関わる個人又は

団体

建設部

河川課

土砂災害防止功

労者表彰

【国土交通省】

土砂災害防止に関し顕著な功労があり、

他の模範として推奨に値すると認めら

れる個人又は団体を表彰することで、土

砂災害防止に寄与することを目的とし、

安心・安全な地域づくりの推進を図る。

土砂災害防止活動を行

う個人、団体

建設部

砂防課

自然保護活動等

功労者知事表彰

【長野県】

自然保護等の活動又は自然保護行政の

協力について特に著しい功績のあった

者を表彰し、広く県民に自然保護に対す

る社会的貢献とその重要性を紹介する

ことにより、長野県の自然及び生物多様

性を保全し、将来に引き継ぐための重要

な役割を担う者の育成を図ることを目

的とする

'自然保護等の活動又は

自然保護行政の協力に

ついて特に著しい功績

のあった個人、団体

環境部

自然保護課

信州豊かな環境

づくり県民会議

表彰

【信州豊かな環

境づくり県民会
議】

環境美化活動、自然保護活動、地球温暖

化防止等、環境保護・保全に関する活動

や啓発に功績がある個人又は団体を表

彰する。

環境保護・保全に関する

活動や啓発に功績があ

る個人又は団体

環境部

環境政策課

農業農村優良地

区コンクール

【全国土地改良

事 業 団 体 連 合

会】

地域独自の施策の展開や環境への配慮

など、農村の振興を図り、活力と個性あ

る地域づくりを進めている地区及び団

体を対象に優良地区コンクールを実施

し、今後の農業・農村地域の発展と振興

に資する。

地域独自の施策の展開

や環境への配慮など、農

村の振興を図り、活力と

個性ある地域づくりを

進めている地区及び団

体

農政部

農地整備課

１ 支援金募集等に関する説明会 

○前年 12 月頃（例：平成 28 年度に実施する事業については平成 27 年 12 月）県内各

地で開催します。詳細は、県ホームページなどでもお知らせします。 

２ 事業申請から事業採択 

○「事業計画書」を活動拠点のある住所の市役所または町村役場に提出してくださ

い。提出された書類は、市役所または町村役場から地方事務所に提出されます。 

○事業の内容等についてのご相談は、お住まいの地域にある地方事務所地域政策課

企画振興係までお願いいたします。 

○地方事務所の職員が、事業計画書の内容について面接等により確認します。 

   ○民間の有識者、市町村長、地方事務所長などで構成する選定委員会で採択事業を

選定します。 

事業の内示

○事業の採択・不採択を決定し、地方事務所から申請者に通知します。 

   ○内示のあった事業については、「交付申請書」を地方事務所まで提出してください。

事業の採択の交付決定

 ○地方事務所で内容の審査を再度実施します。 

○事業の採択（金額、留意事項等）を通知します。「交付決定」といいます。 

事 業 計 画 書 等 の 提 出 

２月～３月 

本申請（交付申請）

１月～２月 

４月～５月 

ヒ ア リ ン グ 

選 定 委 員 会 

Ⅱ 地域発　元気づくり支援金

１ 手続きの流れ 
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３ 事業実施から事業完了、支援金の支払い 

交付決定後に事業内容の変更等をするときには、次の手続きが必要になります。

○変更承認申請書の提出 

・交付対象経費が 20％以上増減する場合 

・事業の実施箇所等事業の主要な内容の変更が生じた場合 

※事業期間の延長、事業を中止する場合も手続きが必要です。 

地方事務所までご相談ください。 

○概算払請求の手続き 

・事業完了前に支援金の交付を受けたい場合 

出来高に対応する支援金相当額の 90％までお支払いすることが出来ます。 

（１事業あたり年３回を限度といたします。） 

○事業が完了しましたら、「事業実績報告書」を地方事務所まで提出してください。

地方事務所職員による検査、支援金額の確定

○地方事務所職員が提出された書類等により、事業完了の検査を行います。 

○検査合格後支援金額を確定し、通知します。 

○確定通知が届きましたら、「交付（概算払）請求書」を提出してください。 

地方事務所から支援金を、指定口座に振り込みます。 

４ 事業の評価 

○実績報告時に提出していただいた「事業総括書」を県ホームページで公表します。 

  ○選定委員会による事業の評価を実施し、魅力あふれる地域の元気づくりへの貢献が

大きいと認められる事業について、表彰します。 

事  業  実  施 

事  業  完  了  の  報  告 

支 援 金 の 請 求 

４月～翌年３月

事 業 の 評 価 の 公 表 

翌年６～１０月

優 良 事 例 の 表 彰 
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支 援 対 象 者

Ｑ 誰が支援金の対象となり、補助を受けることができるのですか。 

Ａ 地域づくりに関する事業を行う団体（地方自治体及び公共的団体）です。 

「地方自治体」とは、市町村、広域連合及び一部事務組合をいいます。  

「公共的団体」とは、長野県内に事務所があり、公共的な活動や地域の活性化に結びつ

く活動をされている団体をいいます。自治会、ＮＰＯ法人や地域づくり団体などで、法

人格の有無は問いません。 

Ｑ 公共的団体ならどのような団体でも対象となるのですか。 

Ａ あらゆる団体が対象となるのではなく、現に活動を行っていることが必要です。 

支 援 対 象 事 業

Ｑ どのような事業が対象となるのですか。 

Ａ 地域の元気を生み出す事業について、幅広く、様々な事業を対象としています。検討

している事業が対象となるかなど、不明な点はまずは最寄りの地方事務所地域政策課に

ご相談ください。 

なお、申請にあたっては以下の事業区分に該当する区分で申請してください。 

【事業区分】 

１ 地域協働の推進に関する事業 

２ 保健、医療、福祉の充実に関する事業 

３ 教育、文化の振興に関する事業 

４ 安全・安心な地域づくりに関する事業 

５ 環境保全、景観形成に関する事業 

６ 産業振興、雇用拡大に関する事業 

  ア 特色ある観光地づくり   イ 農業の振興と農山村づくり 

  ウ 森林づくりと林業の振興  エ 商業の振興 

  オ その他地域の特色、個性を活かした産業振興、雇用拡大に資する事業 

７ 市町村合併に伴う地域の連携の推進に関する事業 

８ その他地域の元気を生み出す地域づくりに資する事業 

※「１ 地域協働の推進」とは？ 

    当該事業自体には「協働性」は認められないものの、結果として地域協働を促す

こととなる事業（例：広報啓発等）が対象と考えています。 

【平成 28年度 県全域で重点的に推進するテーマ】 

  事業区分とは別に、県全域で重点的に推進するテーマとして次の６つの項目を設定し、

全県的な共通課題に向けた取組をさらに推進するため、該当する事業の補助率をかさ上

げします。 

２ よくあるご質問 
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  ① 県と市町村との協働事業 

  ② 自然エネルギーの普及・拡大 

  ③ 障がい者、女性、若者の雇用促進及び就業・定住支援

  ④ 地域防災力の向上 

⑤ 子育て支援 

  ⑥ 災害復興対策事業 

  Ｑ 幅広く対象となっていますが、どのような事業でも対象となるのですか。 

 Ａ 次の事業は、対象外となります。（申請を受付できません。） 

１ 県が交付する補助金等（長野県市町村合併特例交付金及び長野県森林づくり推進

支援金を除く。）の交付の対象となる事業 

２ 長野県市町村合併特例交付金及び長野県森林づくり推進支援金の交付を受けた事業 

３ 国の支出する支出金・補助金等の交付を受けた事業 

４ 国・県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業 

   ５ 分担金・負担金としての市町村支出事業 

   ６ 宗教的活動に関する事業 

   ７ 政治的活動に関する事業 

   ８ 公序良俗に反する事業 

   ９ 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 

補 助 率 ・ 補 助 額

Ｑ 支援金は、どのくらい交付されるのですか。 

Ａ 交付対象経費に補助率を乗じて算出します。 

補助率は、事業内容や対象者により異なり、次のとおり設けています。 

□ 公共的団体等（NPO、地域づくり団体等）の事業 

□ 市町村、広域連合等の事業 

●「ハード事業」とは、 

  １ 道路、水路、建物等の構造物を建設又は改修する事業及びこれらに附帯する事業 

区分 補助率
重点テーマに該当
する場合の補助率

ソフト事業 ３／４以内 ４／５以内

ハード事業 ２／３以内

区分 補助率
重点テーマに該当
する場合の補助率

ソフト事業 ３／４以内 ４／５以内

ハード事業 １／２以内 ※ ２／３以内

※ 財政力指数が県平均以下の市町村にあっては２／３以内
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  ２ １件１０万円以上の備品の購入（１件とは購入単価をいい、購入単価が１０万円

未満の場合はソフト事業となります。） 

  ３ 公共的団体等が行う上記１及び２の事業に対して、市町村が補助する事業 

●「ソフト事業」とは、ハード事業以外の事業です。 

Ｑ 交付対象経費とはどういうことですか。」 

Ａ 事業実施に係る経費のうち、一部の経費は支援金額を算出する上で対象となりません。

なお、市町村の事業は、事業実施に伴って収入がある場合は経費からその収入を控除し

て支援金額を算出します。 

※支援金額の算出にあたって対象外とする経費 

１ 団体の運営費、人件費、施設の維持管理経費 

２ 用地の取得・賃借に要する費用、補償に係る費用 

３ 地方債の償還に充当する費用 

４ 調査研究、計画作成に係る費用 

５ 食糧費（ただし、一部事業に不可欠な場合を除く） 

６ その他地方事務所長が不適当と認める経費 

※事業実施に伴う収入 

  １ 地方債（市町村の借入金） 

  ２ 分担金、負担金、寄付金（参加料、受講料、市町村の負担金など） 

３ 事業収入（物品販売等による収入など） 

  ４ 助成金（国や県、国・県が出資している財団法人など対象外となる条件以外の、

民間の財団法人等から助成を受けている場合など） 

例：事業実施に係る経費 120万円、補助率３／４のソフト事業で、20万円の事業収入が

ある場合の支援金額の算出 

公共的
団体等

事業収入

 20

市町村
事業収入

 20

※ 支援金額＝交付対象経費×補助率

支援金額
120×3/4＝90

自己

負担

（単位：万円）

交付対象経費 100 対象外

支援金額
100×3/4＝75

自己負担
25

交付対象経費 120

○ 食糧費とは？ 

 県では「茶菓・酒・料理・弁当等食料品の購入費、接待のための宴席料・サービス

料」と定めています。これらの他に、飲食に供する食材費、また、最終の使途が明ら

かに食料品となるもの（例 食事券・ビール券など）に係る経費についても含みます。 

○ 平成 22年度からの一部改正 

 飲食に供する食材費のうち、食育事業や料理教室等、事業目的に照らして事業実施

に不可欠で、かつ必要最小限の食材費について認めることといたします。 

 ただし、単純な無料配布や試食等は対象外となりますので、ご留意ください。 
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Ｑ 支援金額が３０万円以上の事業が対象となるのですか。 

Ａ 補助額の下限を設けているため、補助額が３０万円未満となる事業は、支援金の対象

になりません。 

例：補助率３／４のソフト事業の場合、事業費（交付対象経費）が 40万円未満の事業は、

支援金は交付されません 

支 援 金 の 申 請

Ｑ どのように申請するのですか。 

Ａ 募集に先立ち「地域発 元気づくり支援金」に関する説明会の開催を予定しています。

事業の応募は、活動拠点のある市町村に申請書類等を提出してください。（市町村から地

方事務所に提出されます。） 

ただし、事業の計画や申請のご相談などは、地方事務所地域政策課企画振興係までお

願いします。説明会の開催期日や募集期間などは、その都度県ホームページにてお知ら

せします。 

事 業 の 選 定

Ｑ 支援金の採否は、どのようにして決められるのですか。 

Ａ 県内１０地域の選定委員会で採択事業を選定します。 

Ｑ どのような基準で選定するのですか。 

Ａ 次の基準により選定します。 

１ 地域の実情や住民ニーズに対応した事業計画であること 

    また、公益性の高い事業であること 

２ 事業実施に向けて関係者の合意形成が図られていること 

    また、関係法令等に係る諸手続きがなされていること 

３ 事業の有効性が認められること 

（費用対効果、実施時期、計画の熟度、事業効果等） 

４ ＜市町村の場合＞ 

     地域住民の参画を得て実施する事業、または地域住民の自主的、主体的な活動を

促す事業であること 

    ＜公共的団体の場合＞ 

     事業の効果が組織内に留まることなく、広く地域住民を巻き込む事業であること。

○ 対　象

× 対象外

交付対象経費

支援金 自己負担

交付対象経費

支援金 自己負担

30万円 40万円
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５ 事業の継続性、発展性が認められること 

（将来計画、自立的な組織体制及び資金計画） 

※なお、同一団体が、工夫や発展性を伴う同一内容の事業を複数年度にわたり実施

する場合は、原則３年を限度として、補助対象とすることができます。 

６ その他、地方事務所長が必要と認める基準を満たしていること 

※各地域の選定委員会では、独自の選定方針を定めています。 

Ｑ 誰が選定するのですか。 

Ａ 民間の学識経験者、市町村の代表（市町村長）、地方事務所長などで構成する選定委員

会において、委員の合議により選定します。 

Ｑ 採否結果は、いつ頃分かるのですか。 

Ａ ４月から５月の間に支援金を交付する事業を選定し、採否結果を申請者に通知します。

事 業 の 実 施

Ｑ 選定から事業を始めるまでの流れはどのようなものですか。 

Ａ 内示 → 交付申請 → 交付決定 → 事業実施、となります。詳しくは下記のと

おりです。 

 １「内示」（地方事務所 → 申請者） 

事業の採択を地方事務所から通知します。 

不採択の事業についても、理由をつけて通知します。 

 ２「交付申請」（申請者 → 地方事務所） 

内示のあった採択事業について、交付申請をしていただきます。 

内示はあくまで「仮決定」ですので、別途交付申請をお願いいたします。提出い

ただいた事業計画書から変更がなければ、添付書類は省略することができます。 

 ３「交付決定」（地方事務所 → 申請者） 

提出いただいた交付申請に基づき、地方事務所から通知します。 

この交付決定がいわゆる「正式決定」となります。 

 ４ 事業の実施 

原則としてこの交付決定以後に事業を実施してください。 

ただし、やむを得ず交付決定の前に事業を開始する場合については、「事前着手」

と言われる手続きをしていただきますので、地方事務所までご相談ください。 

Ｑ 契約関係手続きについて教えてください。 

Ａ 契約相手先の選定は、入札方式が基本となります。 契約や見積もりについては、下記

の点にご留意ください。 

・ 会計処理の規定がある事業者にあっては、それに従ってください。 

  規定のない事業者にあっては、県の基準に従って２万円以上１０万円未満は１者見 

 積、１０万円以上は複数見積としてください。 

・ 複数見積の場合は、同一条件で徴してください。 

・ 随意契約とする場合は、その理由を明確にしてください。 
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Ｑ 事業の実施に当たって注意すべき事は？ 

Ａ 次の点に注意してください。 

（１） 支援金事業により購入した備品等への表示について 

  支援金によって購入、製作した大型の物品（備品）には、何らかの形で支援金によっ

て購入・製作したことを表示いただくようお願いいたします。「地域発 元気づくり支援

金」事業を多くの皆様に知っていただけるよう、ご協力をお願いいたします。【詳しくは、

下記「広報表示」をご覧ください。】 

（２） パンフレット等の印刷物の作成について 

  校正に十分注意を払い、内容の誤りや誤字脱字のないようにしてください。 

（３） 謝礼や配布物等について  

  講演会の講師に対して謝金を支払った上に土産物を渡している場合や、一般参加者等

への配布物が著しく高額な場合などは、元気づくり支援金の対象外と判断される場合が

ありますので、ご注意ください。   

Ｑ 申請の際に提出した書類の内容や、採択となった事業計画に変更が生じる場合の手続

きは、どのように行うのですか。 

Ａ 次の２点の場合に、地方事務所長に変更承認申請書の提出が必要です。 

１ 事業の実施箇所、施設の設置場所、構造及び機能その他事業の主要な内容の変更が

生じた場合 

 ２ 交付対象経費が 20％以上増減する場合 

  また、事業期間の延長（※延長しても年度内の事業完了が必要です）や事業の中止を

する場合にも、地方事務所長に申請が必要ですので、地方事務所までご相談ください。 

Ｑ 事業の実施途中に支援金の交付を受けたい場合は、どのような手続きが必要ですか。 

Ａ 地方事務所に交付（概算払）請求書を提出することで１事業あたり年３回を限度とし

て「概算払い」を受けることができます。ただし、請求する段階での出来高（支出分）

の 90％が上限となります。 

  出来高を確認できる書類や領収書・請求書などの支出関係書類を添付してください。 

広 報 表 示

Ｑ どんな内容をどこに表示するのですか。 

Ａ 支援金により取得（作成）した施設・設備、機材・物品及び印刷物等へ支援金を活用

した事業である旨（「長野県 地域発 元気づくり支援金」）を必ず表示してください。 

等法方示表例業事

公園、花壇、遊歩道等 立て看板等に表示

草刈り機、薪割り機、工具等の機材等 見える場所に表示（工具箱等でも可）

パンフレット、冊子等の印刷物 表紙や裏表紙等の余白に表示

シンポジウム、講習会等の催事 プログラムやタイトル看板等に表示
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支 援 金 の 受 領

Ｑ 事業が終わった後、支援金をもらうまでの手続きはどのようなものですか。 

Ａ 事業が終わりましたら 30 日以内に「事業実績報告書」（様式９号）を提出してくださ

い。 

  実績報告には事業を実施した場所の分かる位置図、支出証拠書類（領収書など）や事

業実施中の写真などを添付していただき、実際にどのように事業が行われ、どのような

支出が行われたかを確認させていただきます。事業の内容によっては実際に現地を確認

する場合もございます。 

実績報告をもとに地方事務所が適正な事業執行と認め、完了検査に合格した後、支援

金額の確定を行い、「額の確定」という通知をお送りいたします。その後「交付（概算払）

請求書」（様式１０号）を提出していただき、指定いただいた口座に支援金をお振り込み

いたします。 

元気づくり支援金は皆様の税金をもとに実施している補助金であり、事業

の実施には適正な執行が求められており、かつ、そのチェックが必要不可欠

です。 

適正な支出であることが、証拠書類から確認できない場合や不備がある場

合には、補助を受けられない（返還を含む）場合がありますので証拠書類等

の管理には十分ご注意ください。 

特に、団体の通常の活動経費と支援金活用事業の経費つきましては、明確

に分けて管理をしていただく必要があります。 

支援金により購入した消耗品についても、通常の活動において使用が可能

な物等については明確に分けて管理をしていただく必要があります。事業終

了後の残分につきましては、事業と同じ趣旨の別の用途として適宜使用する

ことも可能ですが、計画的に購入をするなど、大量に余ることのないように

ご注意ください。 

また、備品については、事業実施年度以降についても、事業の趣旨に沿っ

て適正に管理し、使用していただく必要があります。

なお、支援金支払い後においても、必要に応じて帳簿等の証拠書類や備品

の管理等について確認をさせていただく場合があります。証拠書類について

は、事業実施年度の翌年度から５年間整理保存してください。 

事業の目的に反して使用された経費等が確認された場合、支援金を返還し

ていただくことがありますのでご留意願います。

地
域
発 

元
気
づ
く
り
支
援
金
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